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三菱地所㈱では、執行役員制度のもと、経営・監督機能

と業務執行機能の役割分担を明確にし、透明性の高い経

営体制づくりを進めています。また、取締役会の経営・

監督機能の強化の視点から4名の社外取締役を選出し、

2007年6月より取締役の任期を1年としています。

透明性の高い経営をめざして

 活動報告-1-1

コーポレート・ガバナンス
三菱地所グループでは、透明性の高い経営を行うことによって、ステークホルダーの信頼を獲得するこ　　 とをめざしています。
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三菱地所グループのコーポレート・ガバナンス体制（2009年4月現在）

三菱地所グループでは、グループ全体の経営戦略に関

する議論を行う場として、社内取締役、専務以上の執

行役員のいずれかに該当する者および社長の指名する

経営意思決定の仕組み

者にて構成される「経営戦略委員会」を設置しています。

2008年度は9回開催しました。

また、グループの業務執行にかかわる重要な意思決定を

行う機関として、社長以下、各事業グループなどの担当

役員、常勤監査役および社長の指名する者で構成される

「経営会議」を設置しています。原則として毎週1回の頻

度で開催し、2008年度は48回開催しました。この「経

営会議」の下部組織として「投資委員会」を設置しており、

特に重要な投資案件を「経営会議」で審議する前に論点

などを整理することによって「経営会議」における議論・

経営判断の高度化を図る役割を担っています。
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三菱地所グループでは、すべての事業活動を対象にリ

スク管理体制・制度を整備し、「三菱地所グループリスク

管理規程」を策定しています。三菱地所グループのリス

クマネジメントを含めたCSR 全般に関する審議を行う

「CSR 委員会」、実務的な協議機関として主要グループ会

社を含む部署長などをメンバーとする「リスクマネジメ

ント協議会」を設置し、リスク管理体制の強化を図りま

す。｢リスク管理統括責任者｣には三菱地所㈱CSR 推進部

担当役員を、｢リスク管理責任者｣には各事業グループに

おけるラインスタッフの部署長やコーポレートスタッ

フ部署長などを任命し、事業グループ内管理と統括管理

を実施しています。こうした態勢のもと、現場レベルで

の網羅的なリスクの洗い出しや改善策の立案・実施から

リスクマネジメント協議会などでのモニタリングに至

るPDCA サイクルにより、組織的なリスクマネジメント

活動を推進しています。

リスクマネジメント

三菱地所グループでは、透明性の高い経営を行うことによって、ステークホルダーの信頼を獲得するこ　　 とをめざしています。

業務執行の監督・監査は、取締役会、監査役会が行ってい

ます。取締役会は毎月1回の定例開催のほか、必要に応じ

て臨時に開催し、重要な業務執行や法定事項に関する決

定を行うとともに、業務執行を監督しています。また、監

査役監査は、各監査役による取締役会への出席、常勤監

査役による経営会議への出席、各部署・グループ会社の業

務執行状況監査などによって行われており、「監査役室」

の設置により監査役監査の充実を図っています。

内部監査機能強化を目的として、「内部監査室」を社長直轄

の組織として設置しており、その公正性、独立性を明確に

しています。リスクベースで策定された監査計画（グルー

プ会社も対象に含む）に従って内部監査を行い、内部統制

が適切に整備・運用されていることを確認しています。監

査結果についてはすべて社長に報告するとともに、常勤監

査役と共有し、取締役会に概要を報告しています。

また、監査後のフォローアップを重視し、内部監査の結果抽

出された問題点が改善されていることを確認しています。

経営監視のしくみ

米国におけるリスクマネジメント

米国ロックフェラーグループ社では、2008年春より、ERM
（Enterprise Risk Management）に関する取り組みを開始
しました。ERM とは、会社にマイナスの影響をもたらす事態
に備え、リスク管理・低減に向けた戦略立案を行うための体系
的アプローチです。同社では、ERM プロセスの枠組みづくり
と、リスクを列挙・評価して重要性の高いリスクの抽出を行う
評価法の構築に向けた取り組みを進めています。

三菱地所グループでは、「会社法」の定めにより、取締役会

で決議された、「内部統制システムの基本方針」の趣旨に

沿って業務が行われているかを、取締役会にて定期的に

確認し、問題点があれば、改善を実施しています。

また「金融商品取引法」により2008年4月以降上場企業

に適用された「財務報告に係る内部統制報告制度」に対

応し、グループ全体の内部統制の整備、運用、評価を行い、

2009年3月31日時点においてグループの財務報告に係

内部統制の強化

る内部統制は有効と判断する「内部統制報告書」を6月26

日に関東財務局宛提出しました。この報告書は、監査法

人より、適正に表示しているとの「内部統制監査報告書」

を受けています。

また、グループ内の4社（三菱地所投資顧問㈱、ジャパン

リアルエステイトアセットマネジメント㈱、三菱地所リ

アルエステートサービス㈱、藤和不動産流通サービス

㈱）において、金融商品取引業者としての態勢を整備、運

用するとともに、三菱地所㈱の関係部署においても同法

に関連したコンプライアンス上の問題に対応するため

に内部管理体制を強化しています。
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